
− 241 −

Ⅷ．運転者等に対する指導教育（方法と実務）

運転者及び整備要員に対し十分な指導監督を行うためには、整備管理者自らが、安全の確保
についての職務の重要性をよく認識し、事業場で定められている整備管理規程、使用管理上の基
準や最新技術の習得に努めて、実務や知識を熟知していなければなりません。

さらには「日常点検はなぜ必要なのか」、「日常点検と定期点検の項目が違うのはどうしてなのか」、
また「オイルの消費量が多くなるのはなぜか」、「適正なタイヤ空気圧とは何か」等々を常に考え、
確かめる力を養っておく必要があります。

また、近年の経済状況では自動車の使用年数が延長傾向にあることから、自動車の使用実態
を把握し、自動車の構造・装置の状態変化を見据えた点検・整備を実施して常に良好な状態を維
持することが必要です。

運転者及び整備要員に対して、全般的な指導教育を実施するとともに、１人１人についても適
切なアドバイスを与えるなど安全の確保と環境の保全の必要性を正しく理解させて、運転者及び整
備要員が自覚を持って業務に精励できるよう、科学的根拠に基づき教育することが重要です。

教育事項としては次のような事項があります。

１．自動車の構造・装置
（主な構造装置）
・かじ取り装置

・制動装置

ブレーキ・
シューブレーキ・

シュー

ブレーキ・
シュー

バック・
プレート

シュー・
ホールド・
ピン

シュー・リターン・
スプリング

ホイール・シリング

ホイール・シリング

ディスク キャリパ

レリーズ・ボタン
スプリング

ブレーキ・レバー

ブレーキ・レバー

ブレーキ・レバー

ワイヤ

ワイヤイコライザ
⑴ ホイール式 ⑵ センタ式

ラチェット・レバー
ラチェット

パッド
ブレーキ・ドラム

ハンドル

ステアリング・シャフト

ステアリング・コラム

ユニバーサル・
ジョイント　　 ナックル・

アーム　　

タイロッド・
エンド　　

ピットマン・
アーム　　

ナックル

ドラッグ・リンク

タイロッド

ナックル・アーム

ステアリング・
ギヤ機構　　
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・走行装置

・原動機

・燃料系統

・冷却系統

ディスク

ホイール

ホイール
内側ホイール

外側ホイール
袋ナット

ハブ

ハブ

ブレーキ・
ドラム ブレーキ・

ドラム

ブレーキ・
ドラム

スプリング・
ワッシャ

ホイール・
ナット

ホイール・
ナット

ホイール・
ナット

ゴム層

ビード部

サイド・
ウォール部

トレッド部

ショルダ部

ビード・ワイヤ
フラップ

チューブ

カーカス

リム タイヤ・バルブ

オイル・
クーラ

インジェクション・ノズル・ホルダ
インジェクション・パイプ

インジェクション・ポンプ

インジェクション・
ノズル

フューエル・フィード・ポンプ

フューエル・タンク

アッパ・タンク

ラジエータ・
キャップサブタンク

ラジエータ・コア

ロアー・タンク
ドレーン・プラグ

リターン・パイプ

リターン・
　　パイプ

フューエル・フィルタ

インジェクション・
ポンプ

オイル・プレッシャー・
スイッチ

プシュ・ロッド

オイル・ジェット

カムシャフト

クランクシャフト

オイル・パン

オイル・ストレーナ

バキューム・
ポンプ

オイル・フィルター

オイル・ポンプ

リム スポーク

⑵ 軽合金型

副軸取り付けの場合
単軸取り付けの場合
（普通ナット使用）

単軸取り付けの場合
（テーパ・ナット使用）

⑴ 鋼板型
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・電気装置

・動力伝達装置

・緩衝装置

液口栓

電解液

電槽

陰極板（格子内蔵）

プレッシャ・プレート
クラッチ・ペダル

レリーズ・フォーク
レリーズ・レバー

クラッチ・シャフト
レリーズ・ベアリング
クラッチ・カバー

クラッチ・スプリング

リア・アクスル

コイル・スプリング

スタビライザ

ショック・アブソーバ

ロアー・サスペンション・アームフロント・アクスル

スプリング

ショック・
アブソーバ

クラッチ・カバー

スプリング・キャップ
クラッチ・スプリング

プレッシャ・プレート
クラッチ・ディスク

レリーズ・ベアリング

トルク
　　増大

トルク

A

B

受動軸
（出力軸）

駆動軸
（入力軸）

レバー・ブレート
レリーズ・レバー

フライホイール

エンジン側

クラッチ・
　ディスク

ユニバーサル・
ジョイント

ファイナル・ギア及び
ディファレンシャル

ドライブ・シャフト

エンジン
クラッチ

トランスミッション

トランスミッション

プロペラ・シャフト
ユニバーサル・ジョイント

ファイナル・ギア及び
ディファレンシャル

センタ・ベアリング アクスル・シャフト

エンジン

クラッチ

陽極板（格子内蔵）

くら バッテリー

スタータ

スタータ・スイッチ
（キー・スイッチ）

オルタネータ
（IC 式ボルテージ・
レギュレータ内蔵） キー・スイッチ

バッテリ

セル（単電池） セパレータ
ガラス・マット

ふた
ターミナル

⑴ クラッチ接続時 ⑵ クラッチ遮断時
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・その他
○ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置
○警音器、窓ふき器、洗浄噴射装置、デフロスタ及び施錠装置
○エキゾースト・パイプ及びマフラ
○エア・コンプレッサ
○高圧ガスを燃料とする燃料装置等
○車体及び車枠
○連結装置
○座席
○開扉発車防止装置

２．日常点検の方法
（１）　運転者等に日常点検の必要性を説明する

・道路運送車両法において実施の義務づけ
・１日の運転を行うために車両の状態に異常がないかを確認
・走行時のトラブルを未然に回避

（２）　日常点検をスムーズに実施するための留意点を説明する
・平たんな場所での実施
・タイヤに輪止めをかける等

（３）　効率の良い方法を運転者等に指導する
・日常点検の実施手順の策定
・日常点検表やチェックシートを運転者等に渡す等
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出　　勤

日常点検の流れ

点検表の受領 整備管理者等 乗務員

点検の実施 乗務員等

点検表の提出

運行可否の決定

運行否運行可

整備の指示

整備完了

整備箇所の点検実施

点検表に整備
管理者の押印

点呼等

出　庫

・運行する道路状況、走行距離などの使
用条件、車両構造を考慮した点検表の
作成

・点検の実施方法を明確にし、点検を実
施

乗務員 整備管理者
・点検結果の漏れのないよう確実に確認
・車両の微細な異常でも報告

整備管理者
・不良箇所が確認された場合は運行を中
止する等適切な処理

・運行の中止を決定した場合は運行管理
者等に連絡

整備管理者
・修理箇所、不良内容等を整備部門等に
指示

整備要員等 整備管理者
・不良箇所について適切に整備が行われ
たことを確認

乗務員等
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３．車両故障や事故時の処置方法

４．関係諸法令・通達及び関係規程
・道路運送車両法、道路運送車両法施行規則、道路運送法、貨物自動車運送事業法、
道路交通法等の諸規程
・関係社内規程
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資　　料　　編


